
循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業（認定看護師）補助金交付要領 新旧対照表 

新 旧 

（通則） 

第１条 福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業（認定看護

師）補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、福井県補助

金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号。以下「規則」という。）および

地域医療課所管補助金等交付要綱（昭和４６年４月１日）に定めるもののほ

か、この要領に定めるところによる。 

（通則） 

第１条 福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業【認定看護

師】については、予算の範囲内において交付するものとし、福井県補助金等交

付規則（昭和４６年福井県規則第２０号。以下「規則」という。）および地域医

療課所管補助金等交付要綱（昭和４６年４月１日）に定めるもののほか、この

要領に定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この事業は、                                    

          循環器病に係る認定看護師（心不全看護認定看護師、脳卒

中看護認定看護師、摂食嚥下障害看護認定看護師 。以下、「認定看護師」

という。）の資格取得を促進し、リハビリテーション体制の充実による患者の

再発予防、健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。 

（交付の目的） 

第２条 この事業は、医療機関等が循環器病リハビリテーションに対応する人

材の資質向上のため、循環器病に係る認定看護師（心不全看護認定看護

師、脳卒中看護認定看護師等。以下、「認定看護師」という。）の資格取得を

促進し、リハビリテーション体制の充実による患者の再発予防、健康寿命の

延伸に寄与することを目的とする。 

（事業主体） 

第３条 この補助金の事業主体は、雇用する職員の認定看護師の資格取得

のため、公益社団法人日本看護協会の認定を受けた教育機関の教育課

程（以下、「研修」という。）受講に係る費用を負担する県内の医療機関 と

する。 

（事業主体） 

第３条 この補助金の事業主体は、当該職員の認定看護師の資格取得のた

め、公益社団法人日本看護協会の認定を受けた教育機関の教育課程（以

下、「研修」という。）受講に係る費用を負担する   医療機関等とする。 

第４～９条  （略） 

 

第４～９条  （略） 

 

（その他） 

第 10 条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は

別に定める。 

 

附則 

   この要領は、令和６年３月２８日から施行し、令和６年４月１日以降に実

施される研修の受講から適用する。 

附則 

   この要領は、令和８年３月２７日から施行し、令和８年４月１日以降に実

施される研修の受講から適用する。 

（その他） 

第１０条 特別の事情により、第５条、第７条、第９条に定める算定方法、手続

きによることができない場合には、あらかじめ福井県知事の承認を受けてそ

の定めるところによるものとする。 

附則 

   この要綱は、令和６年３月２８日から施行し、令和６年４月１日以降に実

施される研修の受講から適用する。 

 



 新 旧 

別表      

福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業 

（認定看護師）補助金 

対象経費 基準額 補助率 

医療機関 が負担する研修受

講に係る経費および代替職員

人件費 

受講者 1名につき 

７００，０００円 

１／２以

内 

 

別表      

福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業 

【認定看護師】 

対象経費 基準額 補助率 

医療機関等が負担する研修受

講に係る経費および代替職員

人件費 

受講者 1名につき 

７００，０００円 

１／２以

内 

 


